
　平成２７年４月より、組合内敷地（下記図参照）が降灰収集指定地として認定されました。
　つきましては、下記の注意事項を順守して出すようにしてください。
  なお、対象となる事業所は、組合員及び組合員所有地のテナントとします。

降灰袋の出し方について
　　・　降灰袋の出し方は、一般の宅地降灰の場合と同じです。
　　・　降灰は克灰袋（もしくは克灰袋より小さいレジ袋を２枚重ねたもの）に詰めて、指定
　　　場所に置いてください。ごみ袋や土のう袋などで出されますと、効率的な収集に支障
　　　があるので収集できません。
　　・　収集を行うのは降灰のみです。一般の土砂やコンクリート塊などは収集できません。
　　・　克灰袋は結んで出すようにしてください。

収集について
　　・　収集車が１ヶ月に１回以上、巡回収集します。
　　・　収集指定地が一杯になった場合には、持ち込みを一時中止する場合もあります。

克灰袋の提供について
　　・　１社、１回あたり２０枚を上限として配布します。不足する場合は、その都度申請してください。
　　・　必要な場合は、平日（月～金曜日、8：00～17：00）組合へ電話連絡後、取りに来てください。
　　・　配布に際しては、別紙克灰袋配布申請書を持参してください。印鑑は不要です。
　　　　申請書はホームページに掲載してありますのでダウンロードして利用してください。
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組合敷地内の降灰収集について



令和　　年　　　月　　　　日

　　　鹿児島木材産業協同組合

　　　　理事長　　柴立　　鉄彦　　殿

(住所）

組合員 (氏名）

(住所）

テナント (氏名）

克灰袋を下記枚数配布していただくよう申請します。

 なお、降灰収集地に出す場合は、注意事項を順守します。

　　　枚

　　克　灰　袋　配　布　申　請　書


